
 － １ －  

   知多市図書館貸出票広告掲載募集要項 

 

１ 趣旨 

  知多市図書館及び知多市まちづくりセンター等図書室が利用者へ図書等の貸出

をする際に資料名及び返却期限日等を記載して渡す貸出票に掲載する有料広告を

募集する。 

  この募集は、市が所有する資産を広告媒体として活用することにより、新たな

自主財源を確保し、図書館利用者へのサービス向上及び地域経済の活性化を目的

とする。 

２ 募集内容 

 (1) 掲載場所 貸出票の表面下部（別紙「知多市図書館貸出票広告掲載イメージ

図」を参照）※印字する際、広告を告知するロゴ（【広告】）が

広告枠の左上に入る。 

 (2) 規格 

  ア 広告の大きさ 縦４５ミリメートル×横６５ミリメートル（フレーム含

む） 

  イ ファイル形式 ＪＰＥＧ 

  ウ データ容量 ５００ＫＢ以内 

  エ 使用色 黒１色 

  オ その他 画像のスライス（分割）不可 

  カ 掲載イメージ 別紙「知多市図書館貸出票広告掲載イメージ図」参照 

 (3) 募集枠数 ３件 

 (4) 掲載方法 貸出票発行ごとに１枠ずつ順番に印字する。 

 (5) 掲載期間 毎月１日から月末まで（図書館の閉館日を除く。）の１か月単位

とし、複数月の申込み可能。ただし、年度を越える申込みは不可。 

３ 広告掲載料 

  月額３，０００円 

４ 応募資格及び広告掲載基準 

  広告掲載に係る業種及び事業者、広告の内容その他の広告掲載に係る基準につ
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いては、知多市広告掲載要綱、知多市広告掲載基準及び知多市図書館貸出票広告

掲載要領に基づくものとする。 

５ 選考方法 

  申込者及び申込内容を知多市図書館貸出票広告掲載要領に基づき審査し、決定

のうえ広告掲載の可否を後日通知する。 

６ 申込み期間 

  掲載を希望する月の２か月前までに申し込む。１年間連続掲載分（４月から翌

年３月まで）については、広告掲載年度の前年度２月末日までに申し込む。 

７ 申込み手続き 

 (1) 提出書類 

  ア 知多市図書館貸出票広告掲載申込書 

  イ 広告デザインの素案又は広告の原稿（紙媒体又はデータ） 

  ウ 証明書 

(ｱ) 直近の納税証明書 

法人 ①  法人税、消費税及び地方消費税（その３の３未納税額のない

証明用） 

②  法人県民税、法人事業税・特別法人事業税及び地方法人特別

税、自動車税種別割（未納の税額がないこと用） 

③  法人市民税、固定資産税、軽自動車税（未納の税額がないこ

と用）※本市において納税義務があるものに限る 

個人 ①  申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税（そ

の３の２未納税額のない証明用） 

②  個人事業税、自動車税種別割（未納の税額がないこと用） 

③  市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税（未納の

税額がないこと用） 

(ｲ) その他証明書 

法人 登記事項証明書（履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書） 

個人 住民票の写し、身分証明書 

 ※原本の写しも可とする。 



 － ３ －  

  ※証明年月日が申込書提出時から３か月以内のものであること。 

  ※市の入札参加資格を有している者は省略を可とする。 

 (2) 申込み場所 生涯学習スポーツ課（市民活動センター内） 

 (3) 申込み方法 持参、郵送又はＥメール 

８ 問合せ・郵送先 

  〒４７８－００４７ 

  知多市緑町１２番地の１（市民活動センター内） 

  知多市健康文化部生涯学習スポーツ課 

  電話番号  ０５６２－３１－０３８３ 

  ＦＡＸ番号 ０５６２－３２－５０３１ 

  メールアドレス gakushuu@city.chita.lg.jp 

  

mailto:gakushuu@city.chita.lg.jp
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知多市図書館貸出票広告掲載イメージ図 
  

別 紙 



 － ５ －  

 

知多市図書館貸出票広告掲載までの流れ 

 

＜令和４年９月から掲載を希望する場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 

【提出書類】 

＜申込みの場合＞ 

１ 知多市図書館貸出票広告掲載申込書 

２ 広告デザインの素案又は広告の原稿（紙媒体） 

３ 証明書 … 市の入札参加資格を有する者は不要 

       (1) 直近の納税証明書 

       (2) その他証明書 

＜内容変更の場合＞ 

 １ 知多市図書館貸出票広告掲載変更申込書 

 ２ 変更広告デザインの素案又は変更広告の原稿（紙媒体） 

令和４年７月末までに

市へ必要書類を提出 

広告の掲載開始 

（９月開館初日～） 

掲載される                    掲載されない 

市の審査 

掲載の可否は 

指定された期日までに 

広告原稿データを提出 
掲載不可の理由を確認 

市から広告内容の 

補正・変更があるか 

なし                       あり 

指定された期限までに

補正し、データを提出 

 


